
施設サービス編

① 介護老人福祉施設
② 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
③ 介護老人保健施設
④ 介護医療院
⑤ 短期入所生活介護
⑥ 短期入所療養介護
⑦ 通所リハビリテーション
⑧ 訪問リハビリテーション

※⑤から⑧は介護予防が含まれます。
※⑦・⑧は介護老人保健施設との併設事業所が多いため、施設サービス編で説明します。



介護老人保健施設における薬剤師の配置について

○介護老人保健施設の薬剤師には、入所者の薬の一元管理、医師への処方提案や医療費の適正化、医師や介護
スタッフと連携して安全な薬物療法を提供する役割が期待されます。

○上記役割を担う老健薬剤師の配置については、以下のとおり法令で規定されています。
基準解釈・大阪市条例…介護老人保健施設の実情に応じた適当数。
解釈通知…薬剤師の員数については、入所者数の数を３００で除した数以上が標準であること。

○老健における薬剤師の配置については、常勤換算方法で上記基準を満たすための雇用が必要です。
雇用契約の形態については、正社員・契約社員・嘱託社員等いずれかの形態に限定はされず、「常勤」
「非常勤」の分類も問いません。

必要人員が未配置の介護老人保健施設におかれましては、速やかに配置をお願いします。



介護老人保健施設における薬剤師の配置についてＱ＆Ａ

Ｑ１ 運営指導等の際に、薬剤師の適正配置を証明する資料として、どのような資料を準備しておけば良いか。

Ａ１ 適正配置が行われていることがわかる「月次の勤務形態一覧表」「（薬局と委託契約を結んでいる場合
の）委託契約書の写し」などの記録をご準備いただきたい。
薬剤師が併設病院と兼務している場合は、原則、施設・病院における勤務実態に応じて、常勤換算数を
按分することが求められるため、その点ご留意いただきたい。

【参考】
「介護保険施設と併設する病院における医師等の員数の算定について（平成30年７月27日厚生労働省医政局総務課事務連絡）」

Ｑ２ 薬局と委託契約を結んでいる場合、薬剤の調剤等を行う場所は、薬局でも問題ないか。

Ａ２ 解釈通知において、「調剤所を持たない老健」や「地域の薬局の協力」も想定されていることから、調剤
等を行う場所については、業務委託先の薬局における調剤も許容される。



内容及び手続の説明及び同意（重要事項説明書） 対象事業①～⑧

重要事項説明書には、入所申込者がサービスを選択するための重要事項を記載する。

「運営規程の概要」⇒事業の目的及び運営方針、入所・利用定員、サービスの内容とその費用、利用にあたっての留意事項、
 非常災害対策、虐待防止措置に関する事項 など

「従業者の勤務体制」
「事故発生時の対応」
「苦情処理の体制」など

運営規程の内容や実態との整合性を確認すること。

重要事項説明書に関する指摘
・必要な項目の記載漏れ
・苦情相談窓口の受付時間や電話番号の誤りや記載漏れ
・運営規程に記載された内容との相違
・通常の送迎の実施地域の記載漏れ



福祉サービス第三者評価 対象事業①②⑤

介護老人福祉施設（地域密着型を含む）、短期入所生活介護（介護予防を含む）の事業では、
重要事項の一つとして「福祉サービスの第三者評価の実施状況」の記載が必要。

【記載する項目】

・実施の有無

（第三者評価の受審は任意であるが、受審していない場合には、その旨を記載する。）

・実施した直近の年月日

・実施した評価機関の名称

・評価結果の開示状況

参照「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」



サービス計画の作成 対象事業①～⑧
サービス計画に関する指摘

・サービス担当者会議の記録がなく、区分変更申請が必要となった理由が不明確。

・計画内容を説明し、同意を得て、交付したことが不明確。 ・モニタリングの記録なし。

・目標の期間を過ぎても、計画内容の見直しを行っていない。

・褥瘡対策に関する内容がサービス計画に組み込まれていない。

・入所者の希望やアセスメント結果などに基づき作成したサービス計画の原案について、サービス担当者

会議を通じて担当者から意見を求め、その内容を記録すること。

・サービス計画の内容を入所者等に説明し、同意を得て、交付したことを記録すること。

記録の手法の例「計画書の署名欄へのサイン」「説明・同意・交付したことを経過記録に記載」など

・計画担当者は、サービス計画の実施状況を把握（モニタリング）し、計画内容の継続の必要性を判断

、必要に応じて当該計画内容を変更すること。

・「モニタリングの結果」、「区分変更申請の必要性」は記録し、保管すること。



褥瘡発生の予防 対象事業①～④
褥瘡対策に関する指摘

・褥瘡対策チームによる褥瘡予防や対策の検討が行われていない。

・褥瘡対策のための指針が作成されていない。

・介護職員等に褥瘡対策に関する施設内職員継続教育が実施されていない。

・褥瘡予防の体制として褥瘡対策チームを設置する場合

構成員 ：医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等

活動内容：褥瘡対策指針の整備、褥瘡対策に係る継続的教育 など

・褥瘡対策チームで検討した内容は記録し、職員全体に周知すること。

褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケアへの配慮により、褥瘡発生の予防効果の向上をさせるため、

適切な介護を行い、褥瘡発生を予防するための体制を整備すること。



口腔衛生の管理 対象事業①～④
口腔衛生の管理に関する指摘

・口腔衛生の管理体制に係る計画が作成されていない。

・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（歯科医師等）から受けた技術的助言や指導内容が

記録されていない。

口腔衛生の管理体制とは、ケアマネジメントの一環として、歯科医師等と関連職種の共同により、口腔
衛生に係る課題把握と改善を行い、入所者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制。

・歯科医師等からの技術的助言及び指導(年２回以上)を受ける。
・次のイ～ホを記載した口腔衛生の管理体制に係る計画を作成。

イ、助言を行った歯科医師 ニ、当該施設における実施目標
ロ、歯科医師からの助言の要点 ホ、留意事項・特記事項
ハ、具体的方策

「歯科訪問診療」「訪問歯科衛生指導」の実施時間以外の時間帯で助言・指導を受けること。



口腔衛生の管理 対象事業①～④
入所者毎に「施設入所時」及び「月１回程度」口腔の健康状態の評価を実施していない。

介護保険施設においては、「施設入所時」及び「月１回程度」の口腔の健康状態の評価を実施すること。

【口腔の健康状態の評価例】

⑴ 開口の状態  ⑸ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
⑵ 歯の汚れの有無  ⑹ むせの有無 
⑶ 舌の汚れの有無 ⑺ ぶくぶくうがいの状態 
⑷ 歯肉の腫れ、出血の有無 ⑻ 食物のため込み、残留の有無

 
⑺及び⑻については、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。

ただし、歯科医師等が訪問歯科診療、訪問歯科衛生指導、または口腔衛生管理加算等により口腔管理を実
施して いる場合は、当該口腔の健康状態の評価に代えることができる。



勤務体制の確保等（ユニットケア体制） 対象事業①～⑥
ユニットケアの体制に関する指摘
・勤務表上、ユニットごとの人員配置が確認できない。
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置していない。
・日中に常時１人以上、介護職員又は看護職員が配置されていることが確認できない。
・ユニットリーダー研修修了者を施設に２名以上配置していない。

注意！
次の場合には減算の対象となる。
・日中に、ユニットごとに常時１以上の介護職員又は看護職員を配置していない
・夜間及び深夜に２ユニットごとに１以上の介護職員又は看護職員を配置していない
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置していない

従業者の減員等により上記に該当する場合は、適切に減算請求すること。

ユニット型の施設は、ユニットごとに適切に従業者を配置し、勤務表で明確に示すこと。



衛生管理等 対象事業①～⑧
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の措置に関する指摘

・感染対策委員会の結果を記録しておらず、会議の内容を従業員へ周知できていない。

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施記録を作成しておらず、必要

な研修等に参加できなかった者に対し「別途研修の開催」や「研修資料を交付し、自主学習を指示」

などの対応を確認できなかった。

（特に訓練実施に関する指摘が散見された。）

・委員会、研修や訓練の実施後には、その内容、実施日、参加者などを記録し、併せて参加しなかった者

への対応を明確にすること。

・次の項目を規定した感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を作成すること。

平常時の対応：施設内の衛生管理、日常ケアに係る感染対策 等

発生時の対応：発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関・保健所・市町村等の関係機関連携

医療処置、行政への報告 等



協力医療機関等 対象事業①～④

・入所者の病状の急変時等に対応するため、次の一から三の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めること。

一、入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

二、診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

三、入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

（上記は令和９年3月31日まで経過措置期間）

・1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の 

名称等を、大阪市に届け出ていること。 

・入所者における新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染

者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めていること。

・協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行っていること。

・入所者が協力医療機関等に入院した後に病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる

ことができるように努めていること。

協力医療機関に関して、年１回以上の届出が未実施の状態が散見された。



事故発生の防止及び発生時の対応 対象事業①～④
事故発生の防止及び発生時の対応に関する指摘
・事故発生防止のための委員会の内容をすべての従業者に周知していない。
・事故発生の防止のための指針に記載すべき項目が不足している。
・事故発生の防止のための研修（新規採用時研修を含む）が未実施、又は実施記録なし。

・指針に記載すべき項目

イ、施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

ロ、介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項

ハ、介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針

ニ、施設内事故、ヒヤリ・ハット事例、介護事故の要因となり得るものの報告方法等の介護に係る

安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

ホ、介護事故等発生時の対応に関する基本方針

ヘ、入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

ト、その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

・委員会や研修の実施後には、その実施日や内容、参加者などを明確に記録し、研修の場合には、不参加

者への対応を明確にしてください。



事故発生の防止及び発生時の対応 対象事業①～④

注意！

次のいずれかに該当する場合には、安全管理体制未実施減算の対象となる。

一、事故発生の防止のための指針を整備していない。

二、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その

分析を通じて改善策を従業者に周知する徹底する体制を整備していない。

三、事故発生の防止のための委員会を定期的に開催をしていない。

四、事故発生の防止のための研修を定期的（年２回以上）に、又は新規採用時に実施していない。

五、一から四を適切に実施するための担当者を置いていない。

上記に該当する場合は、適切に減算請求すること。



生産性向上委員会 対象事業①～⑥
入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会

（以下 生産性向上委員会）

【生産性向上委員会の役割】

・介護現場における課題を抽出、分析し、各事業所の状況に応じた対応を検討。

・利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備。

【委員会開催に当たって】

・管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種で構成することが望ましい。

・各事業所の状況を踏まえ、定期的で適切な開催頻度を決めることが望ましい。

・「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取り組むことが望ましい。

・テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

・他の委員会との一体的な設置・運営が可能。

・入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する場合には

法令と異なる委員会名称を用いてよい。

（令和９年3月31日まで経過措置期間）



【委員会・研修・訓練】必要実施頻度一覧
運営基準に定められた委員会、研修、訓練の実施頻度一覧表

身体的拘束等 業務継続計画 感染症の予防 事故防止 虐待防止

委員会 研修 研修 訓練 委員会 研修 訓練 委員会 研修 委員会 研修

① 介護老人福祉施設

② 地域密着型介護老人福祉施設

③ 介護老人保健施設

④ 介護医療院

⑤ 短期入所生活介護

⑥ 短期入所療養介護

⑦ 訪問リハビリテーション

⑧ 通所リハビリテーション

※最低でも年１回とし、指針に基づき実施

年２回

以上

年１回

以上

年１回

以上

３月に１回

以上

規定なし

年２回

以上

規定なし

年２回

以上

年１回

以上

年２回

以上

年２回

以上

年１回

以上

６月に１回

以上

３月に１回

以上

年２回

以上

年１回

以上

※

定期的

規定なし規定なし

年２回

以上

※

定期的



看護体制加算 対象事業①②⑤
・常勤の「看護師」が配置されていない状態で、当該加算(Ⅰ)を算定していた。
・看護職員を常勤換算方法で必要数配置せずに当該加算(Ⅱ)を算定していた。

・「准看護師」ではなく、「看護師」を常勤で１名配置すること。

・看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ、

人員基準上置くべき看護職員の数に１を加えた数以上配置していること。

また、併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護師・看護職員の配

置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。

看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、併設型短期入所生活介

護事業所として別に１名以上の常勤看護師の配置を行った場合に算定が可能。

看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の併設型短

期入所生活介護事業所（空床利用を除く）における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする）で除した数が、利

用者の数が25又はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能。



療養食加算 対象事業①～⑥
減塩食に関する指摘

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができる。

この場合の減塩食は、１日の総量6.0g未満のものであるが、１日6.0gを超えた減塩食を提供しながら、当

該加算を算定していた。

・利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に

基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定する。

・腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減塩食をいう。

【参考】・日本人の食事摂取基準2020年度版

・厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について（本省受付分）

（厚生労働省平成22年6月18日～6月24日受付分）老健局



サービス提供体制強化加算 対象事業①～⑧
サービス提供体制強化加算に関する指摘

・介護福祉士の占める割合が、所定の割合に達していなかった。

・算定要件に該当する職員の割合（常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均）を把握

せず算定していた。

・提供するサービスの質の向上に資する取組が行われていない。

サービス提供体制強化加算を算定する場合には、届出時のみならず、毎年、要件に該当する職員の割合

（常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均）を維持していることを確認し、算定するこ

と。



短期集中リハビリテーション実施加算等 対象事業③⑥⑦⑧
短期集中リハビリテーション実施加算等に関する指摘

・短期で集中的なリハビリテーションを行う必要性が不明確。

・各加算の要件である、リハビリテーションを実施した「日数」や「時間」が確認できなかった。

短期集中リハビリテーションを行う必要性をサービス担当者会議等で議論し、その記録を残すこと。

複数の事業で、集中的にリハビリテーションを行った場合の加算が設けられており、各加算の算定要件

として「算定対象となる期間」「１週間当たりのリハビリテーション実施日数」「リハビリテーションの

所要時間」が定められているものが多い。

当該加算を算定する場合、その根拠として、「実施日」や「実施時間」などを明記した、リハビリテー

ションの実施記録を作成すること。

例えば、「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」

を同時算定する場合にも、それぞれの加算に係るリハビリテーションの実施時間を明確にすること。



認知症短期集中リハビリテーション実施加算 対象事業③⑦⑧
認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関する指摘
・利用者が認知症であると判断したことが不明確であった。
・集中的なリハビリテーションを行う明確な必要性が確認できなかった。

認知症短期集中リハビリテーション加算は、「認知症の利用者」であって、「生活機能の改善が見込ま

れる」と判断された者に対して、生活機能の改善を目的として、計画的にリハビリテーションを行うもの。

・「認知症の利用者」とは、ＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長

谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点～25点に相当する利用者であることを明確に

すること。

・アセスメント、サービス担当者会議等によって、集中的なリハビリの必要性が明確になり、リハビリ

テーション計画に具体的なリハビリの内容が位置付けられるため、サービス担当者会議等の記録にリ

ハビリを行う理由を明記すること。



個別機能訓練加算 対象事業①②⑤
個別機能訓練加算に関する指摘

・記録上、リハビリテーションを実施した時間が不明確であった。

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し、個別機能訓練計画を

作成していることが不明確であった。

・訓練の実施時間、訓練内容、担当者等、個別機能訓練に関する記録として、利用者ごとに保管すること。

・「計画書に職種ごとの氏名記載欄を設ける」「サービス担当者会議等の記録に職種ごとの担当者を記

載する」などの方法で、個別機能訓練計画の作成に多職種の者が携わっていることを明確にすること。



リハビリテーションマネジメント加算 対象事業⑦⑧
リハビリテーションマネジメント加算に関する指摘

・利用者の居宅を訪問した際に行った、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言の

内容が不明確。

通所リハビリテーションや訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士が、

利用者の居宅を訪問し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行った場合には、

訪問日、指導や助言を行った相手、指導や助言の内容を明確に記録すること。



最後に

令和７年度の指導実績において、次の２点の指摘が特に多く見られましたので、これらを明確にし

てください。

・「多職種が共同する」ことが要件となっている加算において、多職種が共同していることが確認

できない。

・本人や家族等に対して「説明」し「同意」を得ることが要件である加算において、説明の実施や

同意を得ていることが明確でない。
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